
議案第６号 

 

   大口町税条例の一部改正について 

 

 大口町税条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

  平成２４年３月２日提出 

 

大 口 町 長  森     進   

 

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るため

の地方税法（平成２３年法律第１１５号）等の一部改正及び東日本大震災からの復

興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかる地

方税の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第１１８号）の制定に伴い、この条

例の一部を改正するため必要があるからである。 
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   大口町税条例の一部を改正する条例 

 

 大口町税条例（昭和３８年大口町条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 第５２条第７項中「第１０条の２の９」を「第１０条の２の１０」に改める。 

 第８７条中「４，６１８円」を「５，２６２円」に改める。 

 附則第９条を次のように改める。 

第９条 削除 

 附則第１６条の２第１項中「２，１９０円」を「２，４９５円」に改める。 

 附則第２２条第１項中「この条において」を「この項において」に、「）について

は」を「）がある場合には、特例損失金額（同条第３項に規定する災害関連支出が

ある場合には、第３項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限

る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。）について」に、「当該

特例損失金額」を「当該損失対象金額」に改め、「平成２４年度以後の年度分」の次

に「で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分」を加え、「平成

２３年」を「当該損失対象金額が生じた年」に改め、同条第２項を削り、同条第３

項中「第１項前段」を「前項前段」に、「特例損失金額」を「損失対象金額」に、「こ

の条において」を「この項において」に、「平成２３年」を「当該親族資産損失額が

生じた年」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項を削り、同条第５項を同条

第３項とする。 

 附則に次の１条を加える。 

 （個人の町民税の税率の特例等） 

第２４条 平成２６年度から平成３５年度までの各年度分の個人の町民税に限り、

均等割の税率は、第３０条第１項の規定にかかわらず、同項に規定する額に５０

０円を加算した額とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 
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 (1) 附則第９条の改正規定及び次条の規定 平成２５年１月１日 

 (2) 第８７条の改正規定、附則第１６条の２第１項の改正規定及び附則第３条の

規定 平成２５年４月１日 

 （町民税に関する経過措置） 

第２条 平成２４年１２月３１日以前に支払うべき退職手当（この条例による改正

前の大口町税条例第５１条の２に規定する退職手当等をいう。）に係るこの条例に

よる改正前の大口町税条例附則第９条第１項に規定する分離課税に係る所得割に

ついては、なお従前の例による。 

 （町たばこ税に関する経過措置） 

第３条 平成２５年４月１日前に課した、又は課すべきであった町たばこ税につい

ては、なお従前の例による。 
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大口町税条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 （固定資産税の納税義務者等）  （固定資産税の納税義務者等） 

第５２条 略 第５２条 略 

２～６ 略 ２～６ 略 

７ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属

する部分その他施行規則第１０条の２の１０

で定めるものを含む。）であって、家屋の所

有者以外の者がその事業の用に供するため取

り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合

したことにより家屋の所有者が所有すること

となったもの（以下この項において「特定附

帯設備」という。）については、当該取り付

けた者の事業の用に供することが出来る資産

である場合に限り、当該取り付けた者をもっ

て第１項の所有者とみなし、当該特定附帯設

備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産

とみなして固定資産税を課する。 

７ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属

する部分その他施行規則第１０条の２の９で

定めるものを含む。）であって、家屋の所有

者以外の者がその事業の用に供するため取り

付けたものであり、かつ、当該家屋に付合し

たことにより家屋の所有者が所有することと

なったもの（以下この項において「特定附帯

設備」という。）については、当該取り付け

た者の事業の用に供することが出来る資産で

ある場合に限り、当該取り付けた者をもって

第１項の所有者とみなし、当該特定附帯設備

のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産と

みなして固定資産税を課する。 

 （たばこ税の税率）  （たばこ税の税率） 

第８７条 たばこ税の税率は、１，０００本に

つき５，２６２円とする。 

第８７条 たばこ税の税率は、１，０００本に

つき４，６１８円とする。 

   附 則    附 則 

  （町民税の分離課税に係る所得割の額の特例

等） 

第９条 削除 第９条 分離課税に係る所得割の額は、当分の

間、第５１条の３及び第５１条の４の規定を

適用して計算した金額からその１０分の１に

相当する金額を控除して得た額とする。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合における第５

１条の８及び第５１条の１２第１項の規定の

適用については、これらの規定中「第５１条

の４」とあるのは、「第５１条の４並びに附

則第７条第１項」とする。 

 （たばこ税の税率の特例）  （たばこ税の税率の特例） 

第１６条の２ たばこ事業法附則第２条の規定

による廃止前の製造たばこ定価法（昭和４０

年法律第１２２号）第１条第１項に規定する

第１６条の２ たばこ事業法附則第２条の規定

による廃止前の製造たばこ定価法（昭和４０

年法律第１２２号）第１条第１項に規定する
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新 旧 

紙巻きたばこ３級品の当該廃止の時における

品目と同一である喫煙用の紙巻きたばこに係

るたばこ税の税率は、第８７条の規定にかか

わらず、当分の間、１，０００本につき２，

４９５円とする。 

紙巻きたばこ３級品の当該廃止の時における

品目と同一である喫煙用の紙巻きたばこに係

るたばこ税の税率は、第８７条の規定にかか

わらず、当分の間、１，０００本につき２，

１９０円とする。 

２ 略 ２ 略 

 （東日本大震災に係る雑損控除額等の特例）  （東日本大震災に係る雑損控除額等の特例） 

第２２条 所得割の納税義務者の選択により、

法附則第４２条第３項に規定する特例損失金

額（以下この項において「特例損失金額」と

いう。）がある場合には、特例損失金額（同

条第３項に規定する災害関連支出がある場合

には、第３項に規定する申告書の提出の日の

前日までに支出したものに限る。以下この項

及び次項において「損失対象金額」という。）

について、平成２２年において生じた法第３

１４条の２第１項第１号に規定する損失の金

額として、この条例の規定を適用することが

できる。この場合において、第３３条の２の

規定により控除された金額に係る当該損失対

象金額は、その者の平成２４年度以後の年度

分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属

する年度の翌年度分の町民税に係るこの条例

の規定の適用については、当該損失対象金額

が生じた年において生じなかったものとみな

す。 

第２２条 所得割の納税義務者の選択により、

法附則第４２条第３項に規定する特例損失金

額（以下この条において「特例損失金額」と

いう。）については、平成２２年において生

じた法第３１４条の２第１項第１号に規定す

る損失の金額として、この条例の規定を適用

することができる。この場合において、第３

３条の２の規定により控除された金額に係る

当該特例損失金額は、その者の平成２４年度

以後の年度分の町民税に係るこの条例の規定

の適用については、平成２３年において生じ

なかったものとみなす。 

 ２ 前項の規定の適用を受けた所得割の納税義

務者の同項の規定により適用される第３３条

の２の規定により控除された金額に係る特例

損失金額が平成２４年以後の各年において生

じたものである場合における前項の規定の適

用については、同項中「平成２３年」とある

のは、「当該特例損失金額が生じた年」とす

る。 

２ 前項前段の場合において、第３３条の２の

規定により控除された金額に係る損失対象金

額のうちに、同項の規定の適用を受けた者と

３ 第１項前段の場合において、第３３条の２

の規定により控除された金額に係る特例損失

金額のうちに、同項の規定の適用を受けた者
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新 旧 

生計を一にする令第４８条の６第１項に規定

する親族の有する法附則第４２条第３項に規

定する資産について受けた損失の金額（以下

この項において「親族資産損失額」という。）

があるときは、当該親族資産損失額は、当該

親族の平成２４年度以後の年度分の町民税に

係るこの条例の規定の適用については、当該

親族資産損失額が生じた年において生じなか

ったものとみなす。 

と生計を一にする令第４８条の６第１項に規

定する親族の有する法附則第４２条第３項に

規定する資産について受けた損失の金額（以

下この条において「親族資産損失額」という。）

があるときは、当該親族資産損失額は、当該

親族の平成２４年度以後の年度分の町民税に

係るこの条例の規定の適用については、平成

２３年において生じなかったものとみなす。 

 ４ 第１項の規定の適用を受けた所得割の納税

義務者の同項の規定により適用される第３３

条の２の規定により控除された金額に係る親

族資産損失額が平成２４年以後の各年におい

て生じたものである場合における前項の規定

の適用については、同項中「平成２３年」と

あるのは、「当該親族資産損失額が生じた年」

とする。 

３ （略） ５ （略） 

 （個人の町民税の税率の特例等）  

第２４条 平成２６年度から平成３５年度まで

の各年度分の個人の町民税に限り、均等割の

税率は、第３０条第１項の規定にかかわらず、

同項に規定する額に５００円を加算した額と

する。 
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平成２３年度町税条例の一部改正要旨 

 

１ 改正の目的 

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部

改正及び東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための

施策に必要な財源の確保にかかる地方税の臨時特例に関する法律の制定に伴い、

町たばこ税の税率及び個人の町民税の税率の特例等、所要の整備を図る必要が

あるため改正するものです。 

 
２ 改正の概要 

(1) 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等

の一部改正に伴う改正 

① 退職所得に係る個人町民税の１０％税額控除を廃止 

現行（昭和４２年１月から）、退職所得の分離課税に係る所得割につ

いては、その所得割の額から１０％を税額控除しているが、平成２５年

１月１日以降は、廃止する。 

② 町たばこ税の税率の引き上げ 

 法人税率の引き下げにより地方税が減収となるが、課税ベースの拡大

により、県の法人事業税は増収となるため、市町村との均衡を図るため、

県と町のたばこ税率の調整をする。平成２５年４月１日以後の売り渡し

から適用する。 

旧３級品以外（千本につき） 

町たばこ税 ５，２６２円 （＋６４４円） ← ４，６１８円 

県たばこ税   ８６０円 （△６４４円） ← １，５０４円 

旧３級品（千本につき） 

町たばこ税 ２，４９５円 （＋３０５円） ← ２，１９０円 

県たばこ税   ４１１円 （△３０５円） ←   ７１６円 

 
(2) 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための

施策に必要な財源の確保にかかる地方税の臨時特例に関する法律の制定

に伴う改正 

○ 個人町民税の均等割の税率の引き上げ 

現行、個人町民税の均等割税率３，０００円に、５００円を加算し、

３，５００円とする。適用期間は、平成２６年度から平成３５年度まで

の１０年間。なお、県民税（現行１，５００円）についても、同期間５

００円を加算する。 


